
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

馬

場

勝

也

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
育
児
休
業
の
承
認
）

第
二
条
の
二

条
例
第
二
条
第
五
号
ア

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
は
、
一
週
間
の

(3)

勤
務
日
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら

れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員
と
す
る
。

第
二
条
の
三

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
イ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一

条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
当
該
子
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
保
育
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
よ
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い

る
が
、
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合

二

常
態
と
し
て
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親

（
当
該
子
に
つ
い
て
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る

家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護
す

る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い

る
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
者
若
し
く
は
同
条
第
一
号
に
規

定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の

意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里

親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者



を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
常
態
と
し
て
当

該
子
を
養
育
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

ア

死
亡
し
た
場
合

イ

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困

難
な
状
態
に
な
っ
た
場
合

ウ

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
が
当
該
子
と
同
居
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

エ

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
場

合
又
は
産
後
八
週
間
を
経
過
し
な
い
場
合

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
五
号
」
に
、
「
育
児
休
業
等
計
画
書
（
第
一

号
様
式
）
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
の
育
児
休
業
等
計
画
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
育
児
休
業
承
認
請
求
書
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る

様
式
の
育
児
休
業
承
認
請
求
書
」
に
改
め
、
「
よ
り
」
の
下
に
「
、
条
例
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事

情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を
請
求
す
る
場
合
を
除
き
」
を
、
「
一
月
」
の
下
に
「
（
条
例
第
二

条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
週
間
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。

た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
が
条
例
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
育
児
休
業
の
承
認
を

請
求
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
養
育
状
況
変
更
届
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
の
養

育
状
況
変
更
届
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
二
項
本
文

」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
期
間
及
び
」
を
「
期
間
、
」
に
改
め
、
「
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
た

期
間
」
の
下
に
「
及
び
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例

第
五
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た
期
間
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号

中
「
期
間
」
の
下
に
「
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
務

傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
で
あ
っ
た
期
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
中
「
第
十
一
条
第
五
号
」
を
「
第
十
一
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
時
間
」
を
「
時
間
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第

二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え



る
。

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
区
分
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
四
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間

及
び
そ
の
最
後
に
生
ず
る
四
週
間
未
満
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
一
週
間
当
た
り
の
勤
務

時
間
と
な
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
二
条
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
四
時
間
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
（
第
四
号
様
式
）
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め

る
様
式
の
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「

第
三
条
の
二
第
二
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
二
十
六
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
）

第
十
四
条
の
二

条
例
第
二
十
六
条
第
二
号
イ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
は
、
一
週

間
の
勤
務
日
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定

め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ

て
、
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十
五
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
も
の
と
す

る
。

（
条
例
第
二
十
七
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
休
暇
）

第
十
四
条
の
三

条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
休
暇
は
、
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
十
五
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
介
護
時
間
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
人
事

委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
別
表
第
二
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
休
暇
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
部
分
休
業
等
承
認
請
求
書
（
第
五
号
様
式
）
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る

様
式
の
部
分
休
業
等
承
認
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
」
を
「
前
条
に
定
め
る
休
暇
を
取
得
し
て
勤
務

し
な
い
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
二
項
本
文
」

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
部
分
休
業
等
変
更
請
求
書
（
第
六
号
様
式
）
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る

様
式
の
部
分
休
業
等
変
更
請
求
書
（
以
下
「
部
分
休
業
等
変
更
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
（
第
六
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
部
分
休
業
等
変
更
承
認
簿
（
第
七
号



様
式
）
」
を
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
の
部
分
休
業
等
変
更
承
認
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
第
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
条
の
二
第
二
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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